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（仮称）千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例に係るパブリックコメント手続について 

 

千葉市では、生産緑地法の一部改正を踏まえ、市街化区域内の緑地機能の保全や、良好な都市

環境の形成を図るため、生産緑地地区の面積要件を３００㎡に引き下げる条例（案）を作成しま

した。 

つきましては、この案に対するパブリックコメント手続きを実施しますので、お知らせします。 

 

１ 趣旨 

  本市の生産緑地地区は、平成４年１１月２４日に約１２２．０７ｈａを当初指定しました。平成１０年

度末の１２８．８１ｈａをピークに、平成３０年度末では約９５．５３ｈａまで減少しています。この減少を

防ぐため、これまでの面積要件である５００㎡を下回る小規模な農地の保全を目的として、面積要

件を３００㎡以上の規模とする条例を制定しようとするものです。 

これにより、防災、環境の保全等の都市農地の有する多様な機能の発揮を通じて良好な都市 

環境の形成に資することが期待できます。 

 

２ 案の公表 

（１）公表期間 

令和元年７月１日（月）～８月１日（木） 

（２）公表方法 

ア 市ホームページへの掲載 

【URL】http://city.chiba.jp/go/pbc 

イ 市内施設での閲覧及び配布 

都市計画課（中央コミュニティセンター３階）、市政情報室（中央コミュニティセン 

ター２階）、各区役所地域振興課、市図書館（分館含む） 

  

３ 意見募集   

（１）募集期間 

令和元年７月１日（月）～８月１日（木）※必着 

（２）提出方法  

「生産緑地の区域の規模に関する条例制定（案）に対する意見」と件名を記入し、住所、氏名 

（ふりがな）または団体名・代表者氏名（ふりがな）、電話番号・電子メール等の連絡先を明記 

して、次のいずれかにより提出  

ア 郵送 

〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所都市計画課  

イ ＦＡＸ 

０４３－２４５－５６２７  

ウ 電子メール 

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp 

エ 持参 

都市計画課（中央コミュニティセンター３階）、各区役所地域振興課 

 

令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日 
都 市 局 都 市 部 
都 市 計 画 課 
電話 ２４５－５３４９ 
内線 ６７１７ 記者発表資料 

http://city.chiba.jp/go/pbc
mailto:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp
http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/chosei/chiba-shi.html
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/prfindex.html#shisyo
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/prfindex.html#shisyo
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４ 市民等への周知 

（１）ちば市政だより７月号掲載 

（２）千葉市ホームページ（令和元年７月１日（月）公表） 

   【URL】http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/keikaku/jyourei.html 

 

５ 意見の公表 

  意見の概要とその意見に対する市の考え方は、令和元年８月中に市ホームページで公表予定です。 

なお、住所、氏名等の個人情報は公表しません。 

 

６ 今後の予定 

   令和元年８月 意見概要等の公表 

９月 令和元年第３回定例会に条例案を提出 

 

 

http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/keikaku/jyourei.html

